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第２１回 東京外環トンネル施工等検討委員会 
 

 

 

 

東名側本線シールド工事の掘進状況について 
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１．今回報告範囲について（掘進区間の平面図） 

東名側の北行トンネル及び南行トンネルについて、令和２年１月から令和２年６月までの下図の掘進区間の掘進状況について報告する。 



 

2 

 

 

 

 

北行 東名北工事 南行 東名北工事 

 掘進中のトンネル坑内の各計測値（圧力や掘削土量など）は、添加材・圧力・搬送

設備等の調整を行っていることで適切な状態で施工されていることを確認した。 

同左 

 

 

 

 

北行 東名北工事 南行 東名北工事 

 掘進を行った区間のトンネル坑内にセグメントのひび割れ・漏水などは発生してい

ないことを確認した。 

同左 

【掘進区間の坑内状況写真】 

 

【掘進区間の坑内状況写真】 

 

 

 

【掘進区間の切羽付近状況写真】 

 

【掘進区間の切羽付近状況写真】 

 

 

２．施工状況等のモニタリング 

３．トンネル坑内確認状況 
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４．地下水位 

降雨による観測井戸の水位変動がみられるが、注意を要するような変動はなかったことを確認した。 

地下水位調査箇所位置図 

Ｗ-13 

Ｗ-14 

Ｗ-16 
Ｗ-17 

浅層地下水位 調査箇所 

深層地下水位 調査箇所 

Ｗ-11 
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北行 東名北工事 南行 東名北工事 

今回の掘進区間における掘進前後の最大地表面傾斜角は 1,000 分の１rad 以下であ

ることを確認した。 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北行 東名北工事 南行 東名北工事 

掘進中、野川・既存ボーリング孔などで空気の漏出等は認められなかったことを確

認した。 
（なお、令和２年７月６日より添加材に気泡を用いた掘進をしており、７月７日から野川においてトンネ

ル工事で用いている空気のごく一部が漏出したことを確認している。） 

令和２年３月２日より添加材に気泡を用いた掘進をしており、掘進中、野川におい

てトンネル工事で用いている空気のごく一部が漏出したことを確認した。（令和２年

３月から４月） 

  

 

 

 

５．地表面への影響 

掘進中（令和２年１月から令和２年６月）は、北行・南行とも地表面への影響はなかったことを確認した。 

６．野川等の目視状況確認 

1/1,000rad(ﾗｼﾞｱﾝ)＝約 0.057 度 

幅 10 ㍍に対して 1 ㌢変位した場合の傾斜角 

変位量 

※地表面傾斜角 1,000 分の 1rad 以下とは家屋に影響を与えない地盤変位の目安である。「建築学会小規模建築物基礎設計の手引き 1998 年」の記載を参考に設定。 
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７．地下室の酸素濃度状況確認 
掘進中は、地下室や井戸を所有する家屋で酸素濃度測定を実施したが、酸素欠乏症等防止規則の基準値（１８％以上）を参考値とし、これを下回る酸素濃度は確認されなかった。 

８．警戒車両等による巡回状況確認 
東名ＪＣＴ外を掘進中は、徒歩や警戒車両による巡回を実施し、地上部で周辺環境に影響を及ぼすような事象がないことを確認した。 
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９．振動調査 

 令和元年１２月から令和２年４月にかけてシールド機が通過する地上部（世田谷区成城４丁目付近、調布市入間町２丁目付近、狛江市東野川３丁目付近）にて、掘進等に伴う振動調査を行った。 

 調査の結果、掘進中の地上の振動レベルは、掘進停止中と比較し変動が見られたものの、日常生活等に適用する規制基準[振動]（東京都 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第１３

６条）である５５ｄＢよりも小さい値であることを確認した。 

 安心を確保するために、引き続き、住民からの問合せに対しても適切に対応するとともに、情報収集に努め、モニタリングを行いながら、細心の注意を払い安全に掘進を進めていく。 

振動調査箇所位置図 

調査結果 

※振動レベルには地上部の振動（道路における車両の通行など）及び 

隣接シールド機の掘進影響も含まれる。 

※問合わせに対しては、振動状況をヒアリングするとともに、掘進状況を 

お知らせしている。 

【振動レベル L10】 

振動レベルをある時間測定したとき、全測定値の大きい方から 10％目 

の値を L10 と表す。これは、｢振動規制法施行規則｣及び「都民の健康 

と安全を確保する環境に関する条例」に示された基準値と比較する値 

である。  

【参考】 

振動に関する基準 

（東京都 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例） 

・第 125 条_指定建設作業に適用する勧告基準 ： 70dB 

・第 136 条_日常生活等に適用する規制基準[振動] ： 55dB 

（第１種低層住居専用地域の夜間 19 時-8 時） 
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北行シールド機位置 

南行シールド機位置 

調査地点 ● 

★ 

★ 

4/7 時点 
● Ｃ 
★ 

北行から約90ｍ 4/7（火） 14:00～22:00 35 38 Ｅ 南行から約100ｍ 26 40 Ｈ 南行から約55ｍ 37 45

南行から約50ｍ 12/20（金） 18:00～23:00 29 37 Ｆ 南行直上付近 25 45 Ｉ 南行直上付近 25 42

Ｂ 南行直上付近 12/20（金） 18:00～23:00 24 37 Ｇ 南行から約85ｍ 27 49 Ｊ 南行から約85ｍ 22 36

Ｃ 北行直上付近 4/7（火） 14:00～22:00 29 39

北行から約50ｍ 4/7（火） 14:00～22:00 30 39

南行から約85ｍ 12/20（金） 18:00～23:00 26 33

2/26（水） 15:00～23:00 4/16（木） 13:00～23:00
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１０．野川の漏気発生メカニズムについて 

本線トンネル（南行）東名北工事において、令和２年３月７日野川から漏気が確認された。発生当初は、断続的でごく微量な漏気であったが、令和２年３月１２日より漏気量が増加し、連続的な漏気となった。 

その後、令和２年４月６日から漏気量が減少し、令和２年４月２６日以降、漏気が見られなくなった。漏気の発生状況、シールドマシン位置を以下に示す。 
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本線トンネル（南行）東名北工事では、令和２年３月２日より「気泡を用いた掘進」を行っており、シールド工事で用いる空気のごく一部が地中から河川に漏出したものと推定される。なお、発生した気泡自体の酸素

濃度は、簡易測定において７．２％～１５．６％の値を示している。これは、シールド工事で用いる空気は通常の空気であるが、一般的に地中では酸化還元反応により酸素が消費されるため、地中を通過し漏気した

空気の酸素濃度が低くなったものと考えられるが、漏気している空気量は大気に比して微量であり希釈されるため、周辺環境への影響はないことを確認した。 

漏気箇所①では、令和２年３月７日から令和２年４月２４日の比較的長期間において漏気が確認されたが、これは空気の通り道となる砂層や砂礫層等のわずかな隙間を通じて、地表まで時間をかけて漏気したも

のと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漏気箇所④では、漏気発生時、シールドマシンから約１００ｍ離れた位置で漏気が確認された。漏気は測定できない程度の極めて微量かつ断続的であり、発生位置が固定されないなど、これまでの漏気の発生状

況とは異なる点がみられた。 

一方、水環境科学の有識者に自然現象として発生する河川からの漏気事象の有無について確認を行った結果、自然発生する漏気として、以下の事例があることを確認した。 

Ⅰ. 伏流水による漏気：河川の流れがあり、河床が石や礫質が多い場合、河床の下に流れが潜り込むことで漏気が発生。 

Ⅱ. 脱窒による漏気：微生物の呼吸により、硝酸が窒素に還元される。石に付着した（茶褐色の）膜から小さい気泡が発生。 

Ⅲ. 光合成による漏気：川底の藻類の光合成による漏気。気体の成分は酸素が多くなる。 

Ⅳ. メタン発酵による漏気：河川の流れが滞留しており、有機物等が堆積し、ヘドロ状の泥の隙間から漏気が発生。  

※Ⅲ以外では、漏気の気体成分は酸素濃度が低くなる。 

今回、漏気は極めて微量な発生状況等であったことから、漏気箇所④の漏気原因が、シールド工事による影響であるか、または自然現象であるかの原因の特定は難しく、漏気状況のモニタリングを継続していく。 

 

 

 

＜漏気の推定メカニズム＞ 
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１１．野川の環境調査結果について 

漏気による周辺環境への影響を確認するため、河川内の水質調査、気体の成分調査、地下水の水質調査を行い、それぞれの調査結果は、環境基準値等を満足していることを確認した。また、地下水の水位調査

の測定値についても、周辺環境に影響を及ぼすような水位変動はないことを確認した。 

漏気の発生状況や環境調査結果を以下に示す。本資料は、東京外環プロジェクトのホームページで公表している。 
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１２．まとめ（令和２年１月から令和２年６月までの掘進状況） 

 掘進管理 

・令和２年１月から令和２年６月の期間、北行は、北多摩層において空気を使用しない掘進方法により行っているが、掘進時に使用する添加材や圧力・土砂の搬送設備等を適切に調整すること

により安全に掘進を進めている。 

・南行は、北多摩層において空気を使用しない掘進方法、東久留米層において気泡を用いた掘進方法により行っているが、掘進時に使用する添加材や圧力・土砂の搬送設備等を適切に調整する 

ことにより安全に掘進を進めている。 

 

 掘進時における周辺環境への影響 

・周辺環境に影響を及ぼすような地下水位の変動や地盤変位等はなく安全に工事を進めている。 

・シールド機が通過する地上部にて、振動調査を行った結果、日常生活等に適用する規制基準よりも小さい値であることを確認した。安心を確保するために、引き続き、住民からの問合せに対

しても適切に対応するとともに、情報収集に努め、モニタリングを行いながら、細心の注意を払い安全に掘進を進めていく。 

・野川からの漏気について、シールドマシン通過後にも継続して確認された漏気は、空気の通り道となる砂層や砂礫層等のわずかな隙間を通じて、トンネル掘進に用いている空気の一部が地表

まで時間をかけて漏出したものと考えられる。また、シールドマシンから離れた位置において確認された漏気は極めて微量であり、シールド工事による影響であるか、または自然現象である

かの原因の特定は難しく、漏気状況のモニタリングを継続していく。 

・漏気について、水質調査や井戸・地下室での酸素濃度調査等の結果、環境基準等を満足しており、周辺環境へ影響を及ぼすものではないことを確認した。 

・安全に掘進を進めていくとともに、引き続き、安心確保のため、家屋事前調査や周辺住民からの情報提供等により井戸や地下室の情報収集に努め、モニタリングを実施していく。 

・７月７日から漏気事象が確認されており、安心を確保するため、水質調査等により周辺環境への影響を確認していく。 


